
病院等において把握すべき重大事象の類型化について 

 

厚生労働省より「病院等において把握すべき重大事象の類型化について」（令和 8 年 2 月 13 日付 医

政地発 0213 第 3 号）が発出されました ．本通知では，病院の医療安全管理部門等が把握すべき事象に

おいて，①患者への影響度，②事象の回避可能性の観点から A～C に類型化されました．特に A 類型及

び B 類型については，医療安全管理部門等が把握すべき重大事象として，それぞれの類型に該当する事

象のリストが作成されました． 

放射線治療に関連する重大事象として「放射線治療における照射線量の設定間違い，照射部位の間違

い又は累積線量の誤認」が，患者への影響が大きく，かつ回避手段が普及している重大事象（A 類型）

として明示されています．今回の重大事象類型化通知は，これらの基本的な安全管理体制が改めて重要

であることを示すものと考えられます．放射線治療における安全管理については，平成 16 年通知「診

療用放射線の過剰照射の防止等の徹底について」において既に，「照射量の設定等を含め，自主点検や

ダブルチェックの体制等適切な管理が行われるよう，特段の配慮をお願いする。」とされており，照射

線量設定および確認体制の強化は，従前から継続的に求められている事項となります．  
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